
 

平成 29 年度滋賀県社会福祉審議会条例検討専門分科会 

ワーキンググループ②（主な意見） 

１ 内 容 

(1) 日  時 平成 29年 10 月５日（水）16:00～18:45 

(2) 出席委員 北野委員（座長）、石野委員、佐野委員、尾上委員、﨑山委員、 

(3)検討事項 条例で差別の定義を規定するか、規定する場合はどのように規定するか（手

話に対する認識を含む。）について議論する。 

 

２ 主な意見 

 【差別の定義について】 

・県民に理解してもらいやすいようなわかりやすい表現にすべき。 

・法・条例は概念を漠然としたものにしてしまうと勝手な解釈をされてしまって、条例と

しての一定の規則性をもてないという恐れがある。条例とは別に県民の皆さん向けにわ

かりやすい副読本のようなものを作るというのはどうか。 

・長崎の「不均等待遇」はいい表現である。不均等待遇というのはかなり広い概念で、障

害のある方がない方と少しでも違う対応や待遇を受けることは差別だとなる定義にもっ

ていくこともできる。広げることで将来的にうまく活用できたらよい。 

・新たな不均等待遇という滋賀県民になじまない言葉を投げかけるのは難しいのではない

か。 

・不均等待遇と合理的配慮の不提供という方向性で考えていきたいが、不均等待遇という

言葉は、権利条約や差別禁止部会の意見に準拠しているということで滋賀県らしさに生

かせないか。不均等待遇という言葉は確かになじみがないので、権利条約に基づいた、

差別禁止部会の定義を引き継いでいくという意思で取り入れているという背景を説明し

てほしい。 

 

【対象者の範囲について】 

・難病も条例で対象であると、当事者の意見を聞いて、盛り込んでいってはどうか。 

・３障害および難病に加えて、不登校・ひきこもり等を含む広がりのあるものにしたい。 

・難病を入れることは賛成だが、難病と表現することで逆に難病法の範囲に絞られてしま

わないか危惧している。例えば明石市の難治性疾患のように規定ぶりに工夫が必要。 

・障害の概念は広がっている。社会的に大きな困難を抱えている方が対象となるような、

解釈を広くできるようなことできないか。 

・（範囲はＷＧ④で検討する課題であるが）、ここで差別の定義を不均等待遇と合理的配慮

の不提供と大きくした場合、障害に近い、社会的障壁によって生きづらさを抱えている

人を救済できる範囲も幅広くなっていく。 

・範囲を広げると、条例が生かせなくなってしまうのではないか。 



【前文、条例の目的、基本理念等について】 

・鳥取県のように糸賀先生の思いをどこかに入れるということをしないと滋賀らしさがで

ないのではないか。 

・滋賀らしさという概念さえいらないのではないか。糸賀先生の名前が必要だとは思って

いない。 

・尊厳と生きていく権利をおかすことのない、滋賀県民でありたいということを入れたい。 

・鳥取県の条例のように情報アクセシビリティを滋賀県でも盛り込むことで滋賀らしさに

なるのではないか。 

 

【今後の進め方について】 

・差別の定義と各分野における差別は、最後は分科会で議論するが、ＷＧ①、②どちらに

するのか整理する必要がある。  

・（方向として）ＷＧ②で差別の定義を明確にしておいて、ＷＧ①に戻して分析・分類する

のがよいのではないか。 

 

【手話言語のあり方について】 

・13 県が条例を制定しており、来年の春には 20 県となる見込み。滋賀県が乗り遅れるので

はないかと心配している。 

・差別解消条例も大切だが、手話と一緒にするというのは無理がある。幅広い差別解消に

関する条例の中に章として手話言語を組み込むというのは理念的に整理ができない。 

・権利条約第２条の中に手話と音声言語は同じものだ、言語であるとはっきりと示されて

いる。 

・手話言語の基本的な考え方は５つある。①手話の獲得、②言語として習得する、③学ぶ、

④利用する、普及する、⑤保存する、その５つの考え方で条例が成り立っている。 

・（別々とした場合）今までの積み上げがあり、差別解消条例と手話言語条例の議論を同時

進行した方が合理的ではないかと考えている。 

 

 


























































